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【主 催】 北九州ベンチャーイノベーションクラブ（ＫＶＩＣ） 

北九州市 

財団法人 北九州産業学術推進機構（ＦＡＩＳ） 

  

１ 支援内容 

北九州ベンチャーイノベーションクラブのベンチャー会員及び一般会員の抱える経営課題の

解決に向けて、先輩企業経営者や専門家（３名程度のアドバイザー）が、会員のプレゼンテーシ

ョンを受けて、事業計画等を目利きし、個別、具体的に経営を改善するためのアドバイスを行い

ます。道場でのアドバイスは、２時間程度とし、非公開で行います。 

 

２ 募集企業数 

  第1回、第２回 各２社 

 

３ 応募資格 

北九州ベンチャーイノベーションクラブのベンチャー会員及び一般会員 

 

４ 応募方法 

  「経営革新道場受講申込書」に必要事項を記入し、以下の書類を添付の上、応募先まで郵送又 

は持参にてご提出ください。なお、郵送の場合、募集最終日必着とします。 

 受講申込書は。ホームページ(http://www.kvic.jp/)からダウンロードできます。 

   

   

  ＜添付書類＞ 

   登記簿謄本の写し 

   直近２年分の決算書の写し 

   事業計画書等 

 

   

 

５ 応募期間  平成２１年７月２７日（月）～８月２１日（金）  

平成 2１年度 第 1 回･第 2 回 経営革新道場募集要項 

「北九州ベンチャーイノベーションクラブの経営相談事業」 

 

北九州ベンチャーイノベーションクラブのベンチャー会員及び一般会員を対象に、経営課

題の解決やビジネスプランをブラッシュアップするための経営相談の道場を開催いたしま

す。 

先輩企業経営者や専門家からの温かくかつ厳しいアドバイスを受けて、御社の事業内容

をグレードアップして大いに飛躍しましょう。是非、この機会にご応募ください。 
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６ 受講者選定方法等 

 (1) 審査方法 

   応募書類による審査を行います。また、必要に応じて現地訪問や調査を行います。 

 

(2)審査基準 

(ア) 新規性・独創性 

(イ) 市場性 

(ウ) 支援の意義 

 

 (3) 決定時期   平成２１年８月末 

   

７ 道場開催時期・場所 

 (1) 期  日   第１回 平成２１年９月３０日(水)１３：３０～１７：３０ 

          第２回 平成２１年１１月２６日(木)１３：３０～１７：３０ 

 (2) 場    所   北九州市小倉北区浅野三丁目８番１号 AIMビル６階 

          北九州テレワークセンター会議室 

 

８ 参加費 

 道場への参加費は無料です。 

 
９ 応募に際しての注意事項について 

 ・お申し込みに際しては、募集要項、経営革新道場運営規約をお読みください。お申し込みいた

だいた時点で、募集要項、経営革新道場運営規約に同意したものとします。 

 ・提出された書類は、返却いたしません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

応募先・問合せ先： 

〒802-0001  北九州市小倉北区浅野三丁目８番１号 AIM ビル 6 階 

   北九州テレワークセンター内 ＫＶＩＣ事務局 担当：滝本 

財団法人北九州産業学術推進機構 ベンチャー支援部  

TEL: 093-513-5300  FAX: 093-513-5323 

 ホームページアドレス http://www.k-twc.gr.jp/~dojo/  

 E-mail kvic@k-twc.gr.jp  
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経営革新道場運営規約 

 

１ 審査方法 

  審査は、別に定める審査会で行います。なお、審査にあたっては、予備審査を行うことができ 

 るものとします。また、必要に応じて現地訪問や調査を行います。 

 

２ 審査 

（１）審査を受け、受講企業となりうるのは、原則として一企業に対して一年度内に1回限りとします。 

（２）審査結果は、すみやかに応募者に通知します。支援対象とする通知を受けた応募者を受講企業と 

  いいます。 

 

３ 運営 

  経営革新道場は次のように運営します。 

（１）財団法人北九州産業学術推進機構（以下「機構」という。）のインキュベーション・マネジャー 

  （以下「IM」という。）が受講企業を訪問し課題を調査します。 

（２）受講企業は、経営革新道場において、アドバイザーに自社の事業内容及び経営課題を説明し、 

  アドバイザーと課題解決について議論を行います。アドバイザーは、これに対して適切な助言を 

  行います。 

 

４ 受講企業の事業運営 

  受講企業は、経営革新道場の内容を参考にして、自社の事業運営を見直し、新たな取り組みを行う 

 よう努めるものとします。 

 

５ 守秘義務 

  アドバイザーは、経営革新道場等により知り得た秘密を、受講企業の承諾なく、外部に漏洩しませ 

 ん。 

 

６ 免責 

  アドバイザーは、経営革新道場において行った助言等について、受講企業の事業運営の結果に責任 

 を負いません。 

 

７ KVICのＰＲ活動への協力 

  受講企業は、経営革新道場に関してKVICのＰＲ活動に協力するものとします。 

 

 


